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 船舶事故調査報告書 

 

                              令和３年７月２１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和元年１２月１４日 １９時１０分ごろ 

発生場所 山口県下関市彦
ひこ

島大橋北北西方沖 

 彦島大橋橋梁灯（C1灯）から真方位３４４°９００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５７.６′ 東経１３０°５４.２′） 

事故の概要 

 

 貨物船SIAM
サイアム

 SUCCESS
サ ク セ ス

は、反転中、彦島大橋北北西方沖の浅所に乗り

揚げた。 

 SIAM SUCCESSは、左舷ビルジキールの曲損等を生じた。 

事故調査の経過  令和元年１２月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

貨物船 SIAM SUCCESS（パナマ共和国籍）、７,４０４トン 

９５３９３３９（ＩＭＯ番号）、POLAR BEAR S.A. 

１１５.３３ｍ×１９.６０ｍ×１１.４０ｍ、鋼 
ディーゼル機関、３,９００kＷ、２０１０年５月 

乗組員等に関する情報 船長（フィリピン共和国籍） ７０歳 

締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共和国発給） 

 交付年月日 ２０１７年１月３０日 

（２０２１年６月３０日まで有効） 

死傷者等 なし 

損傷 左舷ビルジキールに曲損、右舷側外板に擦過傷 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ２ 

海象：波向 東、波高 約０.３ｍ、潮汐 上げ潮の中央期、潮流 

東流約５.０ノット（kn） 

事故の経過  本船は、船長ほか１７人（全員フィリピン共和国籍）が乗り組み、

石灰約１１,５５０ｔを積載し、令和元年１１月３０日１７時０６分

ごろ（現地時刻）関門港六
む

連
つれ

島区の検疫錨地（以下「本件錨地」とい

う。）に向けてタイ王国コシチャン港を出港した。 

 本船は、船長、航海士及び操舵手が船橋当直に就き、レーダー２台

（１及び０.７５海里レンジ、いずれもヘッドアップ表示）、ＧＰＳ２

台及び音響測深機を作動し、手動操舵で１２月１４日１８時２５分ご
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ろ本件錨地に至ったところ、予定していた錨泊場所に他の貨物船がい

たので、他の錨泊場所を探しながら航行を続けた。 

船長は、１８時４０分ごろ本件錨地内の東側で錨泊場所を見つけて

投錨したものの、周囲に貨物船約７隻がおり、また、同錨泊場所が浅

所に近かったので、風の影響を受けた場合に危険であると考え、本件

錨地内で左転を開始し、南方の六連島泊地（東側）（以下「本件泊

地」という。）内で左転を終えて本件錨地に戻り錨泊場所を決める目

的で、１８時４５分ごろ揚錨して航行を開始した。 

船長は、機関を極微速力前進として操船に当たり、１９時００分ご

ろ本件錨地内で左舵を取り始めたところ、本件泊地内で前部甲板にい

た乗組員からの報告で船底から異音がしていることを知り、機関を停

止したものの、本船は、１９時１０分ごろ彦島大橋北北西方沖の浅所

（以下「本件浅所」という。）に乗り揚げた。 

 船長は、乗組員に損傷の状況、浸水及び油流出の有無を確認させる

とともに海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

 本船は、２１時５０分ごろ来援したタグボートによって本件浅所か

ら引き出され、自力で本件錨地まで航行した後、２２時３０分ごろ錨

泊した。 

（付図１ 航行経路図、付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋）、写真１ 

本船 参照） 

その他の事項  本船は、本事故時、喫水が船首約８.６８ｍ、船尾約８.７８ｍであ

った。 

 船長は、本船に乗船するのが３回目で、関門航路及び本事故発生海

域を航行した経験が豊富であり、本件泊地の東側に浅所があることを

知っていたものの詳細な形状は知らなかったので、早めに左転を終え

ようと思っていた。 

 船長は、操船に当たり思っていたより東流の潮の影響で船体が圧流

されたと本事故後に思った。 

 船長は、本事故発生前に潮流に関する情報を入手しており、その情

報も考慮して慎重に操船すればよかったと本事故後に思った。 

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象等の関与 

判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、東流約５kn の潮流がある状況下、本件泊地において反転

中、船長が、本件泊地の東側に浅所が存在することを知っていたもの

の、浅所の詳細な形状を知らずに、左転を続けたことから、本件浅所

に乗り揚げたものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、東流約５kn の潮流がある状況下、本船が本件泊地

において反転中、船長が、本件泊地の東側に浅所が存在することを知
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っていたものの、浅所の詳細な形状を知らずに、左転したため、本件

浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船橋当直者は、海図等を活用して浅所の形状を詳細に把握し、接

近しないようにすること。 

 ・船橋当直者は、潮流の影響を受ける状況下で針路を変更する場

合、潮流の影響も考慮して余裕のある海域で針路を変更し、浅所

等に接近しないようにすること。 
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付図１ 航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 
（令和元年１２月１４日 
１９時１０分ごろ発生） 

 

彦島大橋橋梁灯（C1 灯） 

山口県 
下関市 

本件錨地 

関門航路第５号灯浮標 

本件泊地 

乗揚場所周辺の水深 

彦島大橋 

本州 

九州 

１８時４０分ごろの投錨地点 
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付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時 刻 

（時：分：秒） 

船位※ 
対地針路※ 

（°） 

船首方位※ 

（°） 

対地速力 

（kn) 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

18：25：01 33-58-10.4 130-53-24.6 115.0 104 5.2 

18：30：01 33-58-05.8 130-53-51.3 094.0 095 4.2 

18：35：03 33-58-04.3 130-54-13.4 081.0 131 1.2 

18：40：09 33-58-05.2 130-54-14.8 072.0 162 0.1 

18：45：10 33-58-05.2 130-54-16.0 097.0 186 0.3 

18：50：00 33-58-04.2 130-54-17.1 195.0 226 0.4 

18：55：10 33-58-03.1 130-54-15.9 239.0 240 1.2 

19：00：09 33-57-57.2 130-54-04.5 225.0 223 2.5 

19：05：09 33-57-46.1 130-54-01.2 164.0 164 2.2 

19：10：09 33-57-38.0 130-54-09.8 144.0 064 0.0 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、ＧＰＳアンテナの位置情報は、

船首から９２ｍ、船尾から２３ｍ、左舷から１５ｍ、右舷から４ｍであった。また、対地針路

及び船首方位は真方位である。 

 

写真１ 本船 

 

 


